
三監告示第 ４ 号 

 

 

定期監査結果に関する報告の公表について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 199条第４項の規定に基づき定期監査

を実施したので、同条第９項の規定により本書のとおり公表します。 

 

 

平成 31年３月 27日 

 

 

三条市監査委員 大久保 秀 男 

 

 

三条市監査委員 捧   厚 雄 

 

 

三条市監査委員 森 山   昭 

 

 

記 

 

 

１ 監査の対象   「定期監査結果に関する報告書」のとおり 

 

２ 監査の期間          同    上 

 

３ 監査の方法          同    上 

 

４ 監査の結果          同    上 

 



定期監査結果に関する報告書 

 

 

１ 監査の対象   平成 29･30年度における経済部営業戦略室、商工課、農林

課及び選挙管理委員会事務局所管（分掌）事務に係る財務

に関する事務の執行状況 

 

２ 監査の期間   平成 31年１月 16 日から同年３月 27 日まで 

 

３ 監査実施委員  大久保 秀 男 

                   捧   厚 雄 

                   森 山   昭 

 

４ 監査の方法 

このたび実施した定期監査は、平成 29･30年度における財務に関する事務の

執行状況について、その執行事務の一部を抽出し、関係証書類を審査するとと

もに、関係職員の説明を聴取して行った。 

 

５ 監査の結果 

軽微な事項を除き、特に記述すべき事項は次のとおりである。 

（１）旅費支給事務において、未支給の事例があった。（平成 29 年度分 14 件、

平成 30年度分８件） 

（２）現金出納事務において、収入現金を数か月分単位で長期手元に保管し、ま

とめて金融機関に払い込んでいる事例があった。 

（３）請求書の請求日等を修正テープで修正している不適正な事例が多数あった。 

（４）許可申請事務において、口頭の申し込みにより許可手数料を徴収していた

事例があった。 

（５）補助金交付事務において、実績報告書の未受理及び額確定通知書の未通知

があった。また、実績報告で提出すべき書類が未提出の事例があった。 

（６）文書事務において、起案文書に決裁日の記入がない事例があった。 

 


